
※TPOを踏まえ、清潔で爽やかな服装に心がけましょう。

１ 執務室
・上着を着用しない
・ネクタイを外す
・半袖のシャツ、開襟シャツ等を
着用する
・職員バッジを着用する

その他の
具体例で
ござる。

環境忍者 えこ之助

・上着を着用しない
・ネクタイを着用しない
・半袖ワイシャツは着用可
・名札、職員バッジ、説明員バッジ、
連絡員バッジを着用する

２ 本会議場以外で、各委員及び議員等と打合せをする場合

(参 考）

具 体 例

※本会議場（回廊を含む）における服装については、上着を着用することとなっています。


